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⑴
　
人
口
減
少
と
高
齢
化
が

進
行
し
、
２
０
４
０
年
松
田

町
の
人
口
は
７
千
人
台
ま
で

減
少
し
、
高
齢
化
率
は
45
％

に
達
す
る
と
予
測
さ
れ
て
い

ま
す
。
近
隣
市
町
と
の
広
域

連
携
は
避
け
て
通
れ
ま
せ
ん
。

　
上
郡
５
町
で
協
議
し
て
い

る
「
あ
し
が
ら
地
域
広
域
ビ

ジ
ョ
ン
」
に
つ
い
て
、
基
本

理
念
で
あ
る
観
光
振
興
、
地

域
産
業
支
援
、
健
康
長
寿
の

考
え
方
を
お
伺
い
し
ま
す
。

⑵
　
近
年
、
地
方
創
生
関
連

交
付
金
を
活
用
し
た
事
業
運

営
が
目
立
っ
て
い
ま
す
が
、

交
付
金
あ
り
き
の
懸
念
が
あ

り
ま
す
。

　
町
民
文
化
セ
ン
タ
ー
の
活

性
化
、
旧
松
田
土
木
事
務
所

改
修
計
画
、
木
質
バ
イ
オ
マ

ス
エ
ネ
ル
ギ
ー
計
画
、
寄
１

番
地
活
用
事
業
な
ど
、
町
の

将
来
構
想
に
と
っ
て
必
要
不

可
欠
で
あ
る
な
ら
ば
、
よ
り

具
体
的
な
実
施
計
画
・
方
針

が
示
さ
れ
る
べ
き
で
す
が
、

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

人口減少対策を
推進する

回答（町長）

⑴
　
小
田
原
市
と
南
足
柄
市

の
合
併
協
議
を
受
け
、
上
郡

５
町
の
副
町
長
協
議
で
合
意

し
た
施
策
を
ま
と
め
た
も
の

で
、
少
子
高
齢
化
や
人
口
減

少
対
策
と
し
て
、
広
域
的
な

交
流
人
口
の
拡
大
や
周
遊
性

を
強
化
す
る
と
共
に
、
未
病

関
連
産
業
の
誘
致
や
新
エ
ネ

ル
ギ
ー
産
業
の
振
興
を
図
り
、

地
域
の
創
業
を
促
進
す
る
。

　
ま
た
、
広
域
連
携
に
よ
る

取
り
組
み
と
し
て
「
病
児
保

育
事
業
」
を
開
始
し
て
い
る
。

今
後
、
南
足
柄
市
を
含
め
た

１
市
５
町
で
、
県
と
連
携
し

て
地
域
共
通
課
題
の
解
決
に

取
り
組
む
。

⑵ 

「
地
方
創
生
総
合
戦

略
」
で
策
定
し
た
事
業
は
、

町
の
将
来
構
想
に
は
必
要
不

可
欠
な
事
業
で
あ
る
。
地
方

創
生
交
付
金
制
度
を
積
極
的

に
取
り
入
れ
、
町
民
負
担
を

抑
え
な
が
ら
、
今
ま
で
で
き

な
か
っ
た
事
業
を
行
っ
て
い

る
。
財
政
負
担
の
軽
減
と
人

口
減
少
の
克
服
に
向
け
、
今

後
も
強
力
に
推
進
す
る
。

　
人
口
減
少
に
伴
う
町
税
の

減
収
が
想
定
さ
れ
る
な
か
、

人
口
増
加
策
と
合
わ
せ
て
財

源
を
確
保
す
る
た
め
、
１
０

０
０
㎡
以
上
の
低
（
未
）
利

用
地
の
有
効
利
用
が
必
要
と

考
え
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
次
の
３
点
に
つ

い
て
町
長
の
考
え
を
お
伺
い

し
ま
す
。

⑴
　
新
総
合
計
画
完
了
年
度

を
迎
え
る
２
０
２
６
年
度
の

町
税
推
計
額

⑵
　
地
権
者
と
の
連
携
に
よ

る
町
営
住
宅
借
地
返
還
後
の

土
地
利
用
策

⑶
　
低
（
未
）
利
用
地
の
高

度
利
用
化
と
財
源
確
保
の
た

め
空
地
バ
ン
ク
の
開
設

空地・空家バンクに
より高度な土地
利用に取り組む
回答（町長）

⑴
　
14
億
４
３
５
１
万
円
と

推
計
、
平
成
29
年
度
予
算
対

比
４
・
９
％
減
に
な
っ
て
し

ま
う
の
で
、
各
種
施
策
の
展

開
に
よ
り
税
収
増
と
な
る
よ

う
取
り
組
む
。

⑵
　
地
権
者
と
の
土
地
返
還

交
渉
で
は
、
町
の
買
い
上
げ

や
他
の
借
り
手
斡
旋
な
ど
の

要
望
が
あ
っ
た
。
将
来
町
財

政
を
圧
迫
す
る
こ
と
が
な
い

よ
う
、
ま
た
民
間
活
力
が
活

か
さ
れ
る
よ
う
対
応
し
て
い

く
。

⑶
　
す
で
に
整
備
し
て
あ
る

空
家
バ
ン
ク
制
度
に
「
空

地
」
を
加
え
、
物
件
の
事
業

者
や
所
有
者
と
、
民
間
事
業

者
と
を
つ
な
げ
て
い
く
。

　
こ
の
「
空
家
・
空
地
バ
ン

ク
」
の
活
用
に
よ
っ
て
、
高

度
な
土
地
利
用
に
向
け
た
開

発
が
促
進
さ
れ
、
人
口
の
減

少
対
策
や
町
税
等
の
自
主
財

源
の
確
保
、
商
工
業
の
振
興

や
雇
用
の
確
保
を
進
め
て
い

く
。

町
政
運
営
を
問
う

利活用を推進している寄１番地 
（湯の沢地区）の土地

籠場住宅への移転により、敷地の返還が
予定される店屋場住宅

新
た
な
土
地
利
用
の
た
め
、

「
空
地
バ
ン
ク
」
開
設
を
！
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